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町では、戸籍作成から証明書発行までの処理時間の短
縮と効率化などを図るため、平成24年３月19日（予定）の
稼動に向けて、戸籍事務電算化の準備を進めています。
電算化により、弟子屈町に本籍がある方の戸籍をコン
ピューターに記録し、管理するようになります。
皆さんのご理解をいただくため、今月から３回にわたり、
内容についてお知らせします。

戸
籍
と
は

　

日
本
国
民
の
出
生
か
ら
死
亡
ま
で
の

身
分
関
係
を
記
録
し
た
、
重
要
な
公
簿
で

す
。氏
名
、
生
年
月
日
、
親
子
関
係（
父
母

の
氏
名
と
続
柄
）や
夫
婦
関
係
な
ど
が
記

載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

戸
籍
の
管
理
は
、
本
籍
地
の
あ
る
市
町

村
で
行
っ
て
い
ま
す
。

戸
籍
の
電
算
化
で
何
が
変
わ

る
の
？

▼�

戸
籍
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
届
け
出

か
ら
作
成
ま
で
が
正
確
に
速
く
処
理

さ
れ
、
証
明
書
の
発
行
ま
で
の
時
間
が

短
縮
さ
れ
ま
す
。

▼�
戸
籍
は
、
現
在
の
和
紙
原
本
か
ら
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
を
用
い
た
磁
気
媒
体
に

変
わ
る
た
め
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護

が
強
化
さ
れ
ま
す
。

▼�

電
算
化
に
よ
り
、
手
書
き
で
書
か
れ
て

い
た
戸
籍
が
す
べ
て
活
字
と
な
り
、
紛

ら
わ
し
い
書
き
癖
な
ど
の
字
が
な
く

な
っ
て
、分
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

▼�

長
い
文
章
と
な
っ
て
い
た
記
載
内
容
が

項
目
化
さ
れ
、見
や
す
く
な
り
ま
す
。

今
ま
で
の
戸
籍
は
？

　

電
算
化
に
よ
り
、
現
在
の
戸
籍
は『
平
成

改
製
原
戸
籍
』と
名
称
が
変
更
さ
れ
、
町
に

１
５
０
年
間
保
存
さ
れ
ま
す
。

　

平
成
24
年
３
月
の
改
製
以
前
に
、
死
亡

や
婚
姻
な
ど
で
す
で
に
戸
籍
か
ら
除
か

れ
て
い
る
方
は
、
電
算
化
後
の
戸
籍
に
は

記
載
さ
れ
ま
せ
ん
。相
続
な
ど
で
、
こ
の

よ
う
な
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
証
明

が
必
要
な
場
合
は『
平
成
改
製
原
戸
籍
』を

申
請
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
交
付
が
受
け

ら
れ
ま
す
。

戸
籍
の
附
票
は
？

　

戸
籍
の
附
票
と
は
、
戸
籍
に
記
載
さ
れ

て
い
る
方
の
住
所
の
履
歴
を
記
録
し
た

も
の
で
、
戸
籍
同
様
、
本
籍
地
の
あ
る
市

町
村
で
管
理
し
て
い
ま
す
。

　

戸
籍
の
電
算
化
に
伴
い
、
戸
籍
の
附
票

も
紙
に
よ
る
記
載
管
理
か
ら
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
に
よ
る
デ
ー
タ
管
理
に
な
り
ま
す
。

こ
せ
き
の
Ｑ

 

＆

 

Ａ

Ｑ
　
本
籍
地
と
住
所
は
同
じ
？

Ａ　

�

住
所
は
現
に
住
ん
で
い
る
所
、

本
籍
地
は
戸
籍
の
所
在
場
所

を
い
い
ま
す
。戸
籍
の
証
明
を

求
め
る
と
き
は
、
本
籍
地
の
あ

る
市
町
村
役
場
に
限
ら
れ
ま

す
。

Ｑ
　
筆
頭
者
と
世
帯
主
は
同
じ
？

Ａ　

�

筆
頭
者
と
は
、
戸
籍
の
冒
頭
に

記
載
さ
れ
て
い
る
方
を
い
い

ま
す
。現
行
の
戸
籍
法
で
は
、

親
、
子
、
孫
三
代
に
わ
た
る
戸

籍
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
、
祖
父
母
と
孫
が
同
じ
戸
籍

に
入
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

世
帯
主
と
は
、
同
じ
屋
根
の
下

で
住
み
、
生
計
を
共
に
す
る
家

族（
世
帯
）の
代
表
者
で
す
。

Ｑ
　�

戸
籍
謄
本
と
戸
籍
抄
本
は
違
う

の
？

Ａ　

�

戸
籍
謄
本
と
は
、そ
の
戸
籍
に

記
載
さ
れ
て
い
る

全
員
を
書
き
移

し
た
も
の
で
、
戸

籍
抄
本
は
そ
の
一

部
を
抜
粋
し
書
き
移

し
た
も
の
で
す
。

　
電
算
化
後
の
戸
籍
に
記
録
さ
れ
る
氏

名
は
、
常
用
漢
字
や
人
名
用
漢
字
な
ど

の
文
字
で
記
録
さ
れ
ま
す
。

　
昭
和
50
年
代
ま
で
戸
籍
の
作
成
は
手

書
き
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
た
め
、

簡
略
化
や
書
き
癖
な
ど
に
よ
り
、
辞
書

に
載
っ
て
い
な
い
よ
う
な
文
字
が
使
わ

れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
文
字
は
辞
書
な
ど
に

載
っ
て
い
る
文
字
に
置
き
換
え
て
記
録

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。こ
れ
は
、戸
籍

の
表
記
上
の
文
字
を
置
き
換
え
る
だ
け

で
、
氏
名
そ
の
も
の
が
変
更
さ
れ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
来
月
の
広
報
で
は
、
そ
の
詳
細
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

❑�

問
い
合
わ
せ
先
／
役
場
町
民
課
住
民
係

☎
４
８
２
‐
２
９
３
４（
課
直
通
）ま
で
。

第１回


